
神栖市介護保険短期入所支援事業 申請・請求手続の流れ

市 長寿介護課
利用者・

居宅介護支援事業者（ケアマネージャ）
短期入所事業所（施設）

①利用申請書（サービス利用票・別表を

添付）を市長寿介護課へ提出 問合せ・予約

②申請内容を確認

し、利用決定通知書

により申請者（ケア

マネージャ）に通知

する

(利用申請書の写し添付)

③利用決定となったら、短期入所事業所

（施設）へ利用申請書の写しを提出

④神栖市短期入所支援

事業利用の確認

⑤実績確認後、変更がある場合は市長寿

介護課へ連絡

⑥請求書・サービス提供確

認書・短期入所支援事業実

施状況報告書を作成し市

へ送付

⑦利用月の2ヶ月後
給付実績の確認・

施設へ支払通知書を

発行

サ ー ビ ス の 利 用 開 始

国 保 連 へ 審 査 請 求


